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不正行為防止への取り組み 
 

 

１．不正防止の基本方針及び不正防止計画等 

 

（１）不正防止の基本方針 

１．責任体制を明確にし、不正行為への厳しい姿勢を徹底する。 

２．構成員向け啓発活動及び研修を徹底し、学内の意識改革を進め、不正が生じない風土を

醸成する。 

３．適正な運営及び管理の基盤となる環境を整備する。 

４．不正を発生させる要因の把握、情報の発信・共有化の推進及びモニタリング体制の充実

等を図り、不正行為の末然防止に努める。 

５．競争的研究費等及び研究活動の適正な運営及び管理活動を行い、不正行為防止に努め

る。 

 

（２）不正防止計画 

１．責任体制の明確化 

不正発生の要因 防止計画 

時間が経過することにより、責任意識が低下す

る。 

学部長会議等において、各責任者に対し責任体

制を徹底し、意識の向上を図る。また、各責任

者の異動にあっては、引継等を明確に行い、責

任意識の低下を防止する。 

 

２．啓発活動の実施及び研修の徹底 

不正発生の要因 防止計画 

不正に対する意識が希薄である。 ・構成員に対して、教職員総会、教授会及び学

内掲示板等により、研究費不正使用の防止及

び研究不正行為の防止に関する啓発活動を進

める。 

・構成員に対し研修を徹底し、行動規範の周知

を図り、意識の向上を図る。 

 １．研究倫理教育 

 ２．コンプライアンス教育 

 ３．安全保障貿易管理教育 

・構成員からルールを遵守する旨の誓約書を提

出させる。 

・e ラーニング教育を導入する。 
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３．適正な運営及び管理の基盤となる環境の整備 

不正発生の要因 防止計画 

事務処理手続きに関するルールが理解されて

いない。 

事務処理手続きに関するルールを盛り込んだ

ハンドブックを配布、また各手続きのマニュ

アルを作成し周知することにより、適正運用の

徹底を図る。 

若手構成員に未熟さが見受けられる。 若手構成員が自立した研究活動を遂行できる

よう適切な支援・助言等がなされる環境整備

に配慮する。 

公的研究費の原資の大部分が税金によってま

かなわれていることに対しての意識が欠如し

ている。 

職種別、役職別の研修を行い、参加を義務付け

る。 

不適切な会計処理であっても、結果的に研究

のために使用していれば許されるという認識

の甘さがある。 

不正を行った場合は、氏名を公表することを

基本とし、厳しい処分を行う。 

 

４．不正を発生させる要因の把握と不正使用防止計画の策定及び実施 

不正発生の要因 防止計画 

不正防止計画を策定・実施したにもかかわら

ず、不正事案が発生する可能性がある。 

他大学の不正事案の調査から明らかになった不

正発生の具体的な要因について、その防止策を

検討し、不正防止計画に加える。 

 

５．情報の伝達を確保する体制の確立 

不正発生の要因 防止計画 

通報窓口が判りにくいため、不正が潜在化す

る。 

通報窓口は、ホームページやハンドブック等

により周知しているが、さらに不正防止を推進

し、通報者の保護や通報窓口、相談窓口につ

いて周知徹底を図る。 

ルール等の統一が図られていないため、誤った

解釈で執行されるおそれがある。 

不正防止計画推進部署及び各部署に設置した

相談窓口において、構成員等からの相談や質

問を受け付ける。また、受け付けた質問等を取

りまとめた Q＆A 集等を作成し、学内専用サイ

トにより周知することにより、適正な執行を図

る。 

 

６．モニタリングの充実 

不正発生の要因 防止計画 

不正の防止を推進する体制の検証及び不正発

生要因に着目したモニタリングが不十分であ

るため、不正発生のリスクが存在する。 

・内部監査委員会の体制を強化し、通常監査

及び特別監査を徹底する。 

・抜き打ち監査を実施する。 

・内部監査委員会は、不正防止計画推進部署

と連携して不正防止体制の検証を行い、リ

スクの除去・低減を図る。 
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７．競争的研究費等の適正な運営及び管理 

不正発生の要因 防止計画 

予算執行状況が適切に把握されていないた

め、年度末に予算執行が集中する等の事態が

発生する。 

・研究計画に基づき、定期的に予算執行状況の

確認を行うとともに、必要に応じ改善を求

める。 

・特に執行率の悪い研究者に対してはヒアリ

ングを行い、研究費の繰り越し、返還等の指

導を行う。 

発注段階での財源特定がなされていない。 執行状況を的確に把握するため、発注段階で

の財源特定を徹底するよう、説明会・研修会

等での指導・注意喚起を行う。 

取引業者が研究者と必要以上に密接な関係を

持つことが癒着を生み、不正な取引に発展す

る。 

・特定の業者との密な取引がないか注視する

ため、必要に応じて債務確認をするなど取引

状況の確認を行う。不正な取引を行った業

者については、本学における「学校法人中

部大学固定資産及び物品調達規程」に基づ

き取引停止等の措置を講ずることにより他

の業者へ注意喚起を行う。 

・取引業者にも不正対策に関する方針及びル

ール等を周知し、誓約書等を提出させる。 

旅行事実の確認が不十分であるため、カラ出

張や水増し請求を防止できない。 

・構成員が行う出張については、「出張・旅費

規程」に準拠する。 

・出張報告書に宿泊先及び用務先の記載を義

務化し、追跡や確認ができるようにする。 

構成員の発注物品の検収確認が不十分であるた

め、架空伝票操作による納品や預け金が防止で

きない。 

構成員が発注する全ての購入物品について、

事務部門による納品事実の確認を行う。 

研究と直接関係ないと思われる物品を購入し

ている。 

事務部門による納品確認の際に、疑義が生じ

た物品については、発注者に購入目的の確認等

を行う。 

研究員等の勤務時間管理が厳密に行われてい

ないため、実態の確認ができておらず、カラ謝

金が防止できない。 

管理監督者は、研究員の勤務時間管理が適正

に行われていることについて、出勤・業務日

誌を管理し、日常的に実証及び不定期の調査

等により実証する。 

 

８．研究活動における不正防止 

不正発生の要因 防止計画 

研究成果の論文発表等は、構成員個人の倫理

（モラル）に任されている。 

研究者の行動規範を周知・徹底し、研修を行

い、構成員自らの規律、科学コミュニティ等

の自立に基づく自浄作用を認識させる。 

 

 

（３）不正防止計画の点検・評価 

競争的研究費等の使用及び研究活動に係る不正を発生させる要因の把握に努め、

不正防止計画について点検・評価を行い、見直しを図る。 
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２．本学構成員向け研修について 

 

本学の構成員は、次の３つの教育の研修を受ける必要があり、研究倫理教育及びコンプ

ライアンス教育については、e ラーニング教育として、eAPRIN を受講する必要があります

(※)。また、ルールを遵守する旨の誓約書を提出していただきます。 

 

（１）研究倫理教育 

本学の構成員に求められる倫理規範を修得等するための教育 

 

（２）コンプライアンス教育 

競争的研究費等の不正防止対策の理解や意識を高め、不正に関する方針及びルール等を

修得するための教育 

 

（３）安全保障輸出管理教育 

安全保障輸出管理について、法令に則した対応を行い、どのようなことに注意すべきか

等を整理し、自主管理体制の構築・運用・対応を修得するための教育 
 

 

【誓約書（研究者用））】               【誓約書（事務職員用））】 

  

（自  署 ） 

年 月 日 

（事務職員氏名） 

公的研究費等の執行管理にあたっては、本学及び公的研究費等 

の配分機関の規則等を遵守して、不正行為を行わないことを、 ま

た、それらの規則等に違反して不正を行った場合は、本学や当該

研究費を配分した機関が定めた処分及び法的な責任を負うこ

とを誓約いたします。 

殿 

中部大学長 

 

（自  署 ） 

年 月 日 

（研究者氏名） 

研究活動にあたっては、「中部大学における研究者の行動規範」 

に則り、学内の規則等及び当該研究費の使用規則等を遵守して、

不正行為を行わないことを、また、規則等に違反して不正を行っ

た場合は、大学や当該研究費を配分した機関が定めた処分及び 

法的な責任を負うことを誓約いたします。 

殿 

中部大学長 
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３．不正行為に係る調査・審理・判定の取扱いについて 

 

不正行為の告発を受けたときの取扱いは、次のとおりとします。 

 

（１）不正行為に係る調査・審理・判定 

研究倫理委員会のもと、不正行為を取扱う委員会は、次の①～③とする。 

① 予備調査委員会 ② 調査委員会 ③ 不服審査委員会 

 

（２）不正行為に係る裁定 

不正行為の裁定は研究倫理委員会の議を経て学長が行う。 

 

（３）不正行為に係る処分 

不正行為の懲戒は懲戒委員会の議を経て理事長が行う。 

 

４．内部監査 

 

学長のもとに内部監査委員会を置き、次のとおり内部監査を実施します。 

 

（１）毎年度定期的に予算執行を把握し、研究計画の遂行状況を確認する。 

（２）競争的研究費等の管理体制の不備を検証する。 

（３）不正防止のためのリスクアプローチ監査を行う。 

 

５．研究上の不正行為に関する取扱いについて 

 

本学において行われる研究上の不正行為が生じた場合の取扱いは、次のとおりとします。 

 

（１）研究上の不正行為の取扱い権限 

研究活動に係る不正防止の体制の最高管理責任者は学長とし、統括管理責任者は学長が

指名する副学長（研究倫理委員会委員長）、研究倫理教育責任者は各研究科長、学部長、研

究所長、センター長等とする。（図Ａ参照） 

 

（２）研究上の不正行為となる対象者 

本学の研究者（本学の専任教員に限らず、本学において研究活動に従事する者すべてを

含み、学生であっても研究活動に従事するときは研究者に準ずる。以下同じ。)又は本学の

研究者であった者が本学在籍中に故意又は研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を

著しく怠ったことにより次の①～⑤を行った者 

①捏造・・・・・存在しないデータ、研究成果等を作成すること 

②改ざん・・・・研究資料・機器・過程を変更する操作を行い、データ、研究活動によっ

て得られた結果等を真正でないものに加工すること 

③盗用・・・・・他の研究者のアイデア、分析・解析方法、データ、研究結果、論文又は

用語を当該研究者の了解又は適切な表示なく流用すること 

④二重投稿・・・他の学術誌等に既発表又は投稿中の論文と本質的に同じ論文を投稿する

こと 

⑤不適切なオーサーシップ・・・論文著作者が適正に公表されないこと 

 

（３）疑惑への説明責任 

本学の研究者は、研究上の不正行為の告発を受けたときは、告発された事案に対して、

自己の責任において、科学的根拠を示して説明しなければならない。 
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（４）研究・調査データ等の保存・開示義務 

本学の研究者は、研究活動によって得られた成果を、客観的で検証可能な研究・調査デ

ータ等を提示して発表する。したがって、資料（文書、数値データ、画像等）は、研究成果

の発表後 10 年間、試料（実験試料、標本）や装置等「もの」は、研究成果の発表後５年間

保存し、必要な場合に開示しなければならない。 

 

研究活動に係る不正の告発があった場合には、「中部大学研究倫理委員会規程」により

措置する。（図Ｂ参照） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研究倫理教育責任者 
ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ推進責任者 
（各研究科長、学部長、 

研究所長、センター長等） 

（図Ａ） 

最高管理責任者 
（学長） 

研究倫理委員会 

統括管理責任者 
（学術研究担当副学長） 

【関係部署】 
総務部
財務部
管財部
学事部 

図書館事務課
研究支援部 

競争的研究費等 
の管理部署 

研究者 

（図Ｂ） 

研究倫理委員会 不正防止計画推進 

調査委員会 
↑ 

予備調査委員会 

申立て窓口 
（研究倫理委員会委員長） 

内部監査 最高管理責任者 
（学長） 

懲戒委員会 

理事長 

【関係部署】 
 総務部、財務部、管財部 
 学事部、図書館事務課 

研究支援部 
 競争的研究費等の管理部署 

研究支援部 
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予 備 調 査 ・ 本 調 査 

予 

備 

調 

査 

本 

調 

査 

事
情
聴
取 

調査命令 

不正行為申立て窓口 
（研究倫理委員会委員長） 学 長 

通知 
調
査
対
象
者 通知 

報告 

申 立 者 

通
知 

通
知 申立書を提出 

報告 

報告 

報告 

配分機関等 

調査委員会の設置（必要に応じて設置） 
座  長  ：研究倫理委員会委員のうち、委員長が指名した者
委  員  ：研究倫理委員会が必要と認めた者 

：外部有識者 
 

なお、いずれの委員も申立者、調査対象者と
利害関係を有しない者とする 

学 長 【 裁 定 】 

懲 戒 

関係者からの事情聴取
関係資料の調査 

弁明の機会 

研究倫理委員会の下に、 

予備調査委員会の設置（必ず設置） 
座  長  ：研究倫理委員会委員のうち、委員長が指名した者
委 員 ：調査対象者の所属する学部等の長 

：その他、研究倫理委員会が必要と認めた者 

研究倫理委員会 【 本調査の要否の判断 】 

研究倫理委員会 【 審 理・判 定 】 
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① 調査対象者の教育研究活動
の停止措置に関する所属学
部長への勧告 

② 研究資金提供機関、関連教
育機関等への通知 

③ 関連学会、学術誌、編集委
員会等への通知 

④ その他不正行為の排除のた
めの必要な措置 

研究倫理委員会 【 再調査・再審理 】 

不服審査委員会 
調査委員会の委員で構成する 

※必要に応じて委員の交代又は追加を行う 

 

学 長 

研究倫理委員会 

調査対象者 申 立 者 

調査対象者の教育研究活動
への支障、名誉毀損等が 
あった場合の正常化・ 
回復措置 

文
書
通
知 

文
書
通
知 

不服申立書 

学 長 【 裁 定 】 

判   定 

判定通知を受けてから 10 日以内 

不正行為【有】 

報告 

報告 

報告 

措
置 

措
置 

文
書
通
知 

文
書
通
知 

不正行為【無】 

不服申立てがあった場合 
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６．研究活動に関する内部委員会の体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大 学 協 議 会 

利益相反委員会 
 ・利益相反に関すること 

【関連規程】 
・中部大学研究戦略委員会規程 

【関連規程】 

・中部大学利益相反委員会規程 

【関連規程】 

・中部大学協議会規程 
報告 

【関連規程】 

・中部大学研究倫理委員会規程 

研究戦略委員会 研究倫理委員会 
・研究倫理に関すること 
・研究不正に関すること 

＜倫理審査委員会＞ 
ヒトを対象とする全ての研究が、「ヒトを対象とする医学研究の倫理的原則を定めたヘル 
シンキ宣言」の倫理規範を踏まえ、「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理 
指針」、「看護職の倫理綱領」及び「中部大学における人を対象とした研究に関する倫理 
指針」等の趣旨に沿って正しく実施され、倫理に基づいて忠実に行われることを目的と 
する。 

【関連規程】 

・中部大学倫理審査委員会規程 

学内外で研究を行う際に、法令等を遵守しなければ行うことができない研究（社会的コンセ
ンサスが必要とされている研究、個人情報の取扱いに配慮する必要がある研究及び生命倫
理・安全対策に対する取組が必要とされている研究等）を含む場合には、学内委員会の審議
が必要となります。 

【関連規程】 

・中部大学組換えＤＮＡ実験規程 
・中部大学ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する規程 
・中部大学動物実験取扱規程 
・中部大学研究用微生物安全管理規程 

報告 


